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令和８年７月１日現在 

●ご利用 

いただける方 

（国内・海外問わず）大学院、大学、短期学校、専修学校、各種学校、高等専門学校、高等学校』へ就学するお子

様をもつ方で次の要件に該当する方 

・年収が３００万円以上の方（配偶者の年収５０％加算可能） 

・当金庫の営業地区内に１年以上居住し、かつ引き続き居住する方 

・同一勤務先に１年以上勤務又は、同一事業を１年以上継続している方 

・２０歳以上６０歳以下の方（最終弁済時の年齢８０歳未満の方） 

・反社会的勢力でない方 

●お使いみち ・就学者の受験費用および入学費用 

・就学中の教育資金 

・就学中の生活費および学生生活に必要な費用 

●ご融資金額 ・無担保：５００万円以内   ・有担保：１，０００万円以内（※） 
（※）有担保の場合は、根抵当権を設定し、原則として担保価格の範囲内 

(就学子弟 1 名に対する最高限度額で１万円単位)  

●ご融資利率 変動金利（当金庫の短期プライムレートを基準に変動いたします。） 

①就学期間中 ・・・・・・・・・年２．５５％～年３．０５％ 

②卒業後（就学期間終了後）  

卒業後の進路 ご子弟に給振あり ※1 ご子弟に給振なし 

A 
浜田・江津・益田の各市に 

就職或いは居住された場合 
証書貸付移行前の当座貸越金利と 

同金利 
証書貸付移行前の当座貸越金利 

＋０．５％ 

B 島根県内に就職或いは居住された場合 
短期プライムレート 

（最大０．５%の優遇可） 
短期プライムレート＋０．５％

（最大０．５%の優遇可） 

島根県外に就職或いは居住された場合 
短期プライムレート＋１．０％ 

（最大０．５%の優遇可） 
短期プライムレート＋１．５％

（最大０．５%の優遇可） 

○就学期間中、卒業後の手続き時、公務員・パートナー協定先のお客さまは優遇金利の適用がございます。 

※１｢給与振込｣(新規契約可：金額５万円かつ返済額以上) 

ただし、勤務先の事情により｢給与振込｣指定ができない場合に限り、定額自動送金契約（毎月５万円かつ返済額

以上）も可といたします。 

  ※上記 A・Bについては、金利の低いほうの適用となります。 

●ご融資期間 所定の就学期間＋元金返済期間（最長１５年） 

※所定の就学期間＝入学確定期間＋大学・大学院・短大・専門学校等の在学期間 

※団体信用生命保険不加入の場合は、元金返済期間（就学期間終了後最長１０年）となります。 

※諸条件によって返済期間は異なります。 

●ご融資形態 当座貸越開始型 証書貸付型 

●ご返済方法 

 

・就学期間中 

返済は任意で、毎月１０日に融資残高に応じた利息

を指定口座より引落し致します。 

・卒業後は、証書貸付型に変更して頂きます。 

・毎月元利均等もしくは元金均等にて返済して頂きます。

（融資元金の５０％を限度にボーナス返済もご利用い

ただけます。） 

※所定の就学期間は元金返済の据え置きもできます。 

●連帯保証人 ・１名以上  

●保証料 ・保証料は不要です。 

●担保 ・ご融資金額が５０１万円以上の場合は、根抵当権を設定させて頂きます。 

●団体信用生命保険 ・原則として証書貸付契約時に信用金庫団体信用生命保険に加入して頂きます。一般団信、がん団信の保険料は当金庫が負担し

ます。※その他下記のお取扱をいたしております。 

三大疾病 融資利率＋０．０５％  フルサポート・全疾病 融資利率＋０．１０％  ワイド 融資利率＋０．３０％ 

●その他 ・詳しくは、当金庫の窓口・得意先担当者へお問い合わせ下さい。 

・お申込みに際しては、事前の審査をさせていただきます。結果によってはご希望に添えない場合も 

ございますので、あらかじめご了承下さい。 

 

 

教育ローン「ふる里」 
（当座貸越型） 

就学期間中の金利 

年２．５５％～  

年３．０５％  


